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10 委任状(乳幼児医療用）

※ご提出いただいた書類の審査により追加で書類提出を求める場合があります。

※対象となるお子様が多胎児の場合、住民税(非）課税証明書以外のすべての書類がお子様の人数分必要となります。

　　

※医療券交付後に住所の変更、健康保険証の変更、転院などの変更があった場合は、再度申請手続きが必要となります。

　詳しくは、子ども家庭支援センター母子保健係へお問い合わせください。

【お問い合せ先】　　　日野市子ども家庭支援センター　母子保健係　　電話　042-843-3663　FAX　042-586-1855

【必要書類】

申請月

４月から６月に申請される場合

７月から３月に申請される場合

証明書の年度（年分）

　　当該年度のもの（前年分）

　　前年度のもの（前々年分）

養育医療申請書 保護者（申請者）の方が記入

2 養育医療意見書
指定養育医療機関で記入

　※意見書の内容が不明確な場合、必要に応じ治療内容等を担当課から問い合わせる場合あり

　※別居（単身赴任等）の扶養義務者も含む

3 世帯調書
保護者（申請者）の方が記入

同一生計の方、全員分を記入　※別居（単身赴任等）の扶養義務者も含む

4 住民税(非)課税証明書

①申請の対象となるお子様と同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母等) 世帯全員分

　　↓↓

②必要な年の１月１日に住民登録をしていた市区町村の役所での発行

　※自治体により、証明書の名称は異なります。

　※控除内容がすべて記載及び市町村民税の所得割額が記載された証明書を取得

　※日野市の公簿で確認できる方は、同意書の提出により住民税(非)課税証明書は省略可

　※生活保護又は中国残留邦人等支援給付を受けている方は、受給証明書を提出

　※申請する時期によって、所得を証明する書類の年度が変わります。

　（受給を受けている市区町村の役所が発行）

保護者（申請者）の方が記入

医療保険の資格情報が確
認できる書類
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個人番号(マイナンバー)
を確認する書類

マイナンバーが必要な方全員分の個人番号（マイナンバー）が確認できる書類

　 ※個人番号（マイナンバー）カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写し等
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9 委任状(養育医療用）
　※代理の場合のみ

　※代理人の本人(身元)確認が必要

申請者の
本人(身元)確認

個人番号（マイナンバー）カード・運転免許証・パスポート等

　 ※顔写真のない書類の場合は2点提示（健康保険証・年金手帳・社員証等）

申請書類の提出を申請者本人ではなく、別の方（配偶者、同世帯の方）が代理で行う場合
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　※「資格情報画面」は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する申し込みを事前に行う必要あり

　※有効期限内の健康保険証、加入している医療保険者（勤務先や市など）から発行される

　　「資格確認書」のほか、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し等

乳幼児医療証

申請の対象となるお子様のもの

申請の対象となるお子様のもの


